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2021年8月25日の中央社会保険医療協議会総会にて、2022年度調剤報酬改定に向け、在宅患者訪問薬剤管
理指導で論点とすべき事項について議論が交わされました。

「在宅患者訪問薬剤管理指導」について

薬局における訪問薬剤管理指導業務は医療保険と介護保険の2種類があります。
対象患者が要介護又は要支援の認定を受けている場合には介護保険扱いとなり、認定を受けていない場合
には医療保険扱いとなります。
上記の薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況のグラフによると、医療保険における「在宅患者
訪問薬剤管理指導料」の算定回数は横ばいですが、介護保険における「居宅療養管理指導」に係る算定回数
は伸びています。全体として薬局における在宅薬剤管理は進んでいる状況です。
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在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療保険） 居宅療養管理指導費等（介護保険）

超高齢化社会においては入院医療だけでは完結せず、地域包括ケアシステムでの対応が必要になります。
入院・外来から在宅に移行する際や在宅から入院に移行する際の服薬状況等の患者情報の提供など、薬物療
法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施
することが一層求められています。

• 服用中の薬やアレルギー歴
等の情報共有が必要

入院外来

在宅

かかりつけ医

•病棟において病院薬剤師
が患者に直接対応
• 服用薬等の調整

• 入院中の薬物療法等の
情報共有が必要

• 在宅移行時等は、必要に
応じて無菌調剤への対応
や医療材料の調整が必要

• 在宅等において病棟同様に
薬局薬剤師が患者に直接対応

• 無菌調剤への対応や医療
材料の供給

薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況
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出典：厚生労働省
①在宅（その１）在宅患者訪問薬剤管理指導について （2021年8月25日 第486回中央社会保険医療協議会 総会)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000823125.pdf を一部改変加工
②指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 （1999年3月31日）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0 を一部改変加工

項目 点数 内容
在宅患者訪問薬剤管理指導料
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2～9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
（＋麻薬管理指導加算）
（＋乳幼児加算）

650点
320点
290点
（＋100点）
（＋100点）

薬剤師1人週40回ま
で
患者1人につき月4回
まで

(末期の悪性腫瘍の患
者等の場合は週2回か
つ月8回まで)

医師の指示に基づき、薬剤師が薬
学的管理指導計画を策定し、患家
を訪問して、薬学的管理及び指導
を行った場合に算定

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
１：計画的な訪問薬剤管理指導に係る
疾患の急変に伴うものの場合
２：１以外の場合
（＋麻薬管理指導加算）
（＋乳幼児加算）

１：500点

２：200点
（＋100点）
（＋100点）

月4回まで 急変等に伴い、医師の求めにより、
緊急に患家を訪問して必要な薬学
的管理及び指導を行った場合に算
定

在宅患者緊急時等共同指導料
（＋麻薬管理指導加算）
（＋乳幼児加算）

700点
（＋100点）
（＋100点）

月2回まで 急変等に伴い、医師の求めにより、
医師等と共同でカンファレンスを行い、
緊急に患家を訪問して必要な薬学
的管理及び指導を行った場合に算
定

在宅患者重複投薬・相互作用等防止
管理料
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの

40点
30点

重複投薬、相互作用の防止等の目
的で、処方医に対して照会を行い、
処方に変更が行われた場合に算定

（調剤料）在宅患者調剤加算 15点 基準を満たした薬局において、在宅
患者の処方箋1枚につき加算

薬局における訪問薬剤管理指導業務（診療報酬）

薬局における訪問薬剤管理指導業務（介護報酬）
居宅療養管理指導費
（薬局薬剤師）

単位 内容

単一建物居住者1人の場合
（+麻薬指導加算）

517単位
（＋100単位）

患者1人につき月4回まで
(末期の悪性腫瘍の患者
等の場合は週2回かつ月
8回まで)

医師の指示に基づき、薬剤師
が薬学的管理指導計画を策
定し、患家を訪問して、薬学
的管理及び指導を行った場合
に算定

単一建物居住者2~9名の場合
（+麻薬指導加算）

378単位
（＋100単位）

単一建物居住者が10人以上の場合
（+麻薬指導加算）

341単位
（＋100単位）

今後、在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況
等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施し、在宅患者が有効で安全な薬物療法
を切れ目なく継続的に受けられるようにするための診療報酬の在り方について引き続き検討が行われます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000823125.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0
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